
事 務 連 絡 
平成２７年３月３日 

各都道府県消防防災主管課 
東京消防庁・各指定都市消防本部  
 
 

消防庁予防課  
 
 
製品火災に係る消防機関と関係機関との連携事案に関する報告先の変更について 

 
 
 貴職におかれましては、平素から消防行政に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御
礼申し上げます。 
製品火災に係わる消防機関と関係機関の連携については、平成２３年９月２６日付

消防庁消防技術政策室長事務連絡「製品火災に係わる消防機関と関係機関との連携事
案に関する報告について」により、ご報告いただいているところですが、その報告先
について変更することとなりました。 
 つきましては平成２７年３月９日以降のご報告につきましては、下記の宛先にご報
告いただきますようお願いいたします。 
 各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の消防本部に対して、
この旨周知するようお願いします。 
 

記 
 
【報告先の変更日等】 

 

 平成２７年３月９日以降に報告されるもの。 
 
【報告先】 
 
 （変更後） 
  消防庁予防課 
  メールアドレス：renkeihoukoku.gisei@soumu.go.jp 
    ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３３ 
  
 
 （変更前） 
  消防庁予防課消防技術政策室（消防大学校内消防研究センター内） 
  メールアドレス：renkei_houkoku@fri.go.jp 
    ＦＡＸ：０４２２－４４－８４７４ 
 

消防庁予防課 
担 当 福井・増沢・西尾 
電 話 03-5253-7523 
ＦＡＸ 03-5253-7533 
E-mail y.nishio@soumu.go.jp 

御中 
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事 務 連 絡 

平成２３年９月２６日 

各都道府県消防防災主管部長 

東京消防庁・各指定都市消防長  

消防庁消防技術政策室長 

製品火災に係る消防機関と関係機関との連携事案に関する報告について 

 貴職におかれましては、平素から消防行政に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

 製品火災に係る情報及び火災調査結果の情報共有については、「製品火災に係る情報及び

火災調査結果の一層の情報共有等について」（平成２３年６月２３日付消防技第１９号）（以

下、「通知」という。）を発出し、消防庁の方針を示すとともに関係機関との一層の連携を

図ることとしたところです。また、経済産業省においても同様に、独立行政法人製品評価

技術基盤機構（以下、「ＮＩＴＥ」という。）に対し、「消費生活用製品安全法に基づく重大

製品事故の調査における消防機関との連携について」（平成２３年６月２３日付２３製安第

３０号）（別添）を発出し、製品事故の発生原因の迅速な究明のため、同様にＮＩＴＥと消

防機関との連携及び情報共有の促進が図られたところです。 

通知中３（２）において、今後の連携に係る運用改善に資する資料とするため、通知中

２（２）の事案における連携状況の消防庁への報告内容について別途通知する旨示したと

ころですが、今般、上記報告に係る要領を定めましたので、今後は下記によりご報告いた

だくようお願いします。 

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村に対して、この

旨周知するようお願いします。 

記 

１ 報告対象 

（１） 通知中２（２）に示す「製品火災報告に係る事案以外の事案」について、ＮＩＴ

Ｅ又は関係機関から消防機関に対して依頼された連携事案。 

（２） 上記（１）に示す場合のほか、消防機関からＮＩＴＥ又は関係機関に対して依頼

した連携事案。 

※ 上記（１）及び（２）について、軽易な内容（口頭による簡単な事項確認等）につ

いては、この限りではない。 

殿 

　　　参考



２ 報告書様式 

別記報告様式によること。 

 

３ 報告時期 

  上記１に示す連携事案が発生した時点で速やかに報告すること。 

 

４ 報告方法 

  原則として別記報告様式を、ファクシミリ又は電子メールにより消防庁予防課消防技

術政策室あてに直接送信すること。 

  ○消防庁予防課消防技術政策室（消防大学校消防研究センター内） 

   Ｆ Ａ Ｘ ： ０４２２－４９－８４７４ 

   電子メール ： renkei_houkoku@fri.go.jp 

 

５ 留意事項 

（１）本事務連絡は、平成２３年１０月１日から実施する。 

（２）本報告要領により消防機関から報告された連携事案については、消防技術政策室が

当該事案について詳細な報告を求める場合があること。 

（３）本報告要領及び機構との連携等に関して疑義が生じた場合は、下記担当あてに連絡

されたいこと。 

 

 

【連絡先】 

消防庁予防課消防技術政策室 

担 当 椎名・熊谷・駒場 

電 話 ０３－５２５３－７５４１ 

ＦＡＸ ０３－５２５３－７５３３ 

E-mail t.komaba@soumu.go.jp 


